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熊本国府高等学校の収容定員に係る学則変更認可について 

 
（学校教育法第４条第１項に基づく認可） 

学 校 名 熊本国府高等学校 校 長 名 髙田 憲清 

所 在 地 
熊本市中央区国府２丁目 

１５番１号 
設置認可日 昭和２３年４月１日 

設置者名 学校法人泉心学園 理 事 長 名 早坂 隆 

変更時期 平成２７年４月１日 

変更内容 
学則定員の変更（普通科１２０名増、ビジネス科１２０名減） 

※総定員の変更なし 

変更理由 
普通科の志願者数の増加とともに、ビジネス科の志願者数の減少が顕

著であり、これらの受験生のニーズに対応するため。 

収容定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学年進行による経過措置あり。 

※普通科の収容定員増については、学則変更認可申請書提出予定。 
 

 

諮問事項 ① 

学級 定員 学級 定員 学級 定員 学級 定員

普通科 15 600 16 640 17 680 18 720

ビジネス科 21 840 20 800 19 760 18 720

合計 36 1,440 36 1,440 36 1,440 36 1,440

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度



教 職 員 

組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総定員及び学級数は変更しないため、教職員組織に大きな変更はなく設置基準

を満たしている。 

施設設備

等 
校舎９，９３９㎡ （設置基準 校舎７，２００㎡以上） 

資金計画 総定員の増はなく、既存の施設を利用するため追加経費なし。 

生徒定員

と実員の

推 移 

 

 

 

 

 

 

 

各年度５月１日現在 

設 置 基

準 適 合

状 況 

 

設置基準を満たしている。 

 

 

 

 

 

 

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任

校長 1 1 1 1

副校長 1 1 1 1

教頭 1 1 1 1

教諭 50 51 48 47

講師 8 28 9 31 9 30 8 30

養護教諭 2 1 1 1

事務職員 9 9 9 9

学校医 1 1 1 1

その他 11 9 9 9

合計 84 28 83 31 80 30 78 30

平成29年度平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

定員 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

実員 886 991 989 1,001 1,080



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本国府高等学校 

文 



【高等学校設置基準適合状況】 

 内容 熊本国府高等学校 適否 

第 7条 同時に授業を行う生徒数 40人以下 40人 

（H26年度 1学級あたりの最大数 38人） 

適 

第 8条 教員数 

1,440÷40＝36人以上 

 

  
H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

専任 58 60 57 55 

  
教諭 50 51 48 47 

講師 8 9 9 8 

兼任 28 31 30 30 

  
教諭 0 0 0 0 

講師 28 31 30 30 

合計(人） 86 91 87 85 
 

適 

第 9条 相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養

護教諭その他の生徒の養護をつかさどる

職員を置くよう努めなければならない。 

有 適 

第 12条 校地及び校舎の位置及び環境は、教育上

及び保健衛生上適切なものでなければな

らない 

適切 適 

第 13条 校舎面積 

3,360＋4×（1,440－480）＝7,200㎡以上 

9,939㎡ 適 

第 14条 運動場の面積 

 8,400㎡以上 

63,715㎡。 

 

適 

第 15条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を

備えるものとする。 

  

第 1項 一 教室（普通教室、特別教室等） 

二 図書室、保健室 

三 職員室 

有 適 

第 2項 必要に応じて、専門教育を施すための施

設を備えるものとする。 

有 適 

第 16条 体育館を備えるものとする。 有 適 

第 17条 学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、

保健衛生上及び安全上必要な種類及び数

の校具及び教具を備えなければならな

い。 

有 適 

 

 

 

 

 



諮問事項② 

竜北さくら幼稚園の収容定員減に係る園則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項に基づく認可） 

 

■ 変更内容等 

時 期 平成２６年１０月１日 

内 容 

 

（旧） 定員８０名  ４組 

（新） 定員５０名  ３組   定員３０名減員 

理 由 園児数が減少しているため。 

 

■ 施設概要 

園 地 

 

 

総面積１，５２２.６５㎡ 

 

※設置基準面積(運動場)４００㎡ 

園 舎 

 

 

総面積  ４２１.００㎡ 

 

※設置基準面積４２０㎡ 

 

■ 教職員編成 

【変更後】 
園  長 ：  １名 
教  諭 ：  ３名 
職員その他：  １名 
合  計 ：  ５名 

【変更前(H25.5.1 現在)】 
園  長 ：  １名 
教  諭 ：  ４名 
職員その他：  １名 
合  計 ：  ６名 

 

■ 学級編成 

【変更後】 
学級    定員 

３歳児  １   ２０ 
（満３歳児含む）    （１０） 
４歳児  １   １５ 
５歳児  １   １５ 

計   ３   ５０ 

【変更前(H25.5.1 現在)】 
学級  定員  実員 

満３歳児 １  ２０   ０ 
３歳児  １  ２０   ８ 
４歳児  １  ２０   ８ 
５歳児  １  ２０   ８ 

計   ４  ８０  ２４ 

 

■ 園児数の推移 （各年５月１日現在） 

名 称 竜北さくら幼稚園 園長名 直江 克典 

位 置 八代郡氷川町野津４１２２番地５ 

設置者 学校法人勝専坊学園 理事長名 直江 克典 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

定員(人)  ８０  ８０  ８０  ８０  ８０  ８０ 

実員(人)  ３１  ３０  ２７  ２７  ２４  １７ 

内訳：園舎敷地  ４２０.７７㎡ 
   運動場   ７０８.００㎡ 
   その他   ３９３.８８㎡ 

内訳：保育室   １５９.３０㎡ 
   遊戯室    ９６.８０㎡ 
   その他   １６４.９０㎡ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考：幼稚園設置基準第８条による必要面積】 

                  （単位：㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

学級数 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

運動場 330 360 400 480 560 640 

園 舎 180 320 420 520 620 720 



 事前協議事項  

東京ＣＰＡ会計学院熊本校の一般課程設置に係る事業計画について 
（学校教育法第 130条第１項に基づく認可事項） 

学 校 名 東京ＣＰＡ会計学院熊本校 校 長 名 髙橋 幸夫 

所 在 地 熊本市西区春日２丁目４－５ 設置認可日 平成２５年２月２２日 

設置者名 準学校法人 髙橋学園 理 事 長 名 髙橋 幸夫 

設置時期 平成２７年４月１日 

設置内容 

一般課程（税理士科）の設置 

  

  ・専門課程 会計プロフェッション科 

    修業年限２年 昼間 定員８０名 

  ・一般課程 税理士科（※今回新設予定） 

    修業年限１年 夜間 定員２０名 

設置理由 

主として、同校の専門課程卒業生が税理士資格を取得するまで学習の機

会を提供するため、また、併せて大学在籍者・社会人等へのいわゆるダブ

ルスクールとしての機能を果たすため。 

教 職 員 

組 織 

        

専任 兼任 専任 兼任

校長 1 1

副校長 1 1

教諭 4 1 5 1

事務職員 1 1

学校医 1 1

合計 6 3 7 3

職名
平成26年度 平成27年度

 
一般課程設置により総定員が２０名増加するため、専任教員１名増の予定。 



入 学 者

見 込 

１５名（定員２０名） 

 （内訳） 

１１＋３＋１＝１５名 

熊本校専門課程第２学年在籍者２０名のうち１１名 

東京校卒業生４名のうち ３名 

髙橋学園外出身者    １名 

施設設備

等 
校舎６４８．０６㎡ （設置基準 校舎４３０㎡以上） 

資金計画 

教員の１名増分は東京校からの異動により充て、設備投資等、特段の経

費も発生しない。また、本件一般課程設置に係る新規の借入もないため資

金計画に問題はない。 

設置基準

適合状況 
設置基準を満たした事業計画である。 

 

【学校所在地】 

 
 

 

 



【専修学校設置基準適合状況】 

 内容 東京ＣＰＡ会計学院熊本校 適否 

第 2条 教育上必要な教員組織 教職員組織参照 適 

 

第 6条 

 

同時に授業を行う生徒数 40人以下 

 

20人 

 

適 

 

第 8条 

第 4項 

 

 

 

授業科目 

 目的に応じた教育にふさわしい授業科目 

 

 

 

商業実務分野 税理士科 

（科目名） 

  簿記論、財務諸表論 

  法人税法、相続税法 

  所得税法、消費税法 

 

適 

 

 

 

 

第 9条 

 

 

一単位時間 

 標準時間 ： 50分 

 

50分 

 

 

適 

 

 

第 17条 

 第 2項 

 

課程修了要件 

 800単位時間以上 

 

816単位時間（最少選択時） 

 

 

適 

第 39条 教員数 

3＋3＝6人以上 

経理専門課程 会計プロフェッション科 

 3名 

一般課程 税理士科 

 3名 

 

専任 6名 

（副校長 1名、教諭 5名） 

兼任 2名 

（校長 1名、教諭 1名） 

合計 8名 

適 

第 43条 教員の資格（増員１名について） 

専門的な知識、技術、技能等を有する者 

現在東京校で稼働中の教員の

異動をもって充てる。 

適 

第 44条 校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び

保健衛生上適切なものでなければならない 

適切 適 

第 45条 校舎面積 

 300＋130＝430㎡以上 

経理専門課程 会計プロフェッション科 

200＋2.5×（80－40）＝300㎡ 

一般課程 税理士科 

 130㎡ 

 

648.06㎡ 

適 

 

 



Memo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


